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令和 7 年第 1回（1 月） 

上越市選挙管理委員会定例会 
 

 

１ 日 時  令和 7年 1月 8日（水）午前 10時 

 

２ 場 所  上越市役所 木田第 2庁舎 4階 2403会議室 

 

３ 付議事項 

   議案第１号 上越市公職選挙法等執行規程の一部改正について 

 

４ 協議事項 

協議１ 参議院議員通常選挙における違反の疑いのあるポスターの対応について 

 

５ 報告事項 

   報告１ 令和 6年第 7回（12月）上越市議会定例会の結果について 

報告２ 令和 6年度新潟県内市選挙管理委員会連合会事務局長会議の開催につい 

    て 

   報告３ 令和 6年度新潟県内市選挙管理委員会連合会職員研修会の結果について 

報告４ 新潟県条例制定に係る直接請求に関する署名簿の仮提出の受理について 

報告５ 専決処分した内容について 

 

６ その他 

(1) 次回以降の選挙管理委員会開催等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度 明るい選挙啓発標語コンクール 明推協会長賞 

「さあ行こう ぼくらが未来を 変える番」 上杉小学校 6年 松井 輝芽 さん 
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議案第１号 上越市公職選挙法等執行規程の一部改正について 

 

上越市公職選挙法等執行規程（平成 4年上越市選挙管理委員会規程第 1号）を次のと

おり改正する。 

 

１ 改正理由 

   公職選挙法第 161条第 1項第 3号の規定による個人演説会等を開催することがで

きる施設（会場）の指定取消を行うもの 

 

２ 改正内容 

   現在指定済みの個人演説会等を開催することができる施設のうち、三和西部スポ

ーツハウスの指定を取り消す。（別表関係） 

 

３ 施行期日 

   令和 7年 4月 1日 

 

４ 改正文(案)  

  別紙 1のとおり 

 

 

 

 

協議１ 参議院議員通常選挙における違反の疑いのあるポスターの対応について 

 

令和 7 年 7 月 28 日任期満了に伴う参議院議員通常選挙における違反ポスターについ

て、次のとおり対応してよいか協議する。 

 

１ 選挙事務所への注意喚起 

・警察からの情報は、直ちに選挙事務所等へ当該箇所をＦＡＸ等で連絡する。 

・市民等からの情報については、可能な限り迅速に調査し、電話で注意喚起する。 

・広報車による活動過程等において発見した場合は、随時注意喚起する。 

 

２ 撤去命令の通知等 

 違反ポスターの疑いのあるもので改善されないポスターなどについて、撤去命令

を発出するとともに、県選挙管理委員会への報告及び地元警察署への通報を行う。 
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報告１ 令和 6年第 7回（12月）上越市議会定例会の結果について 

 

 本定例会について、次のとおり報告する。 

 

１ 関係案件 

  ・議案第 124号 職員定数条例の一部改正について 

・報告第 10 号 専決処分した事件の承認について 

（令和 6年度上越市一般会計補正予算（専第 2号）） 

 

２ 選挙管理委員会に係る総括質疑・一般質問、総務常任委員会における質疑等 

なし 

 

３ 審議結果 

選挙管理委員会に係る議案は原案のとおり可決 

 

 

 

報告２ 令和 6年度新潟県内市選挙管理委員会連合会事務局長会議の開催について 

 

 標記会議を次のとおり開催予定であることを報告する。 

 

 １ 日 時  令和 7年 1月下旬 

  

２ 方 法  書面による会議の開催 

  

３ 内 容  各市提出議題の審議（3議題） 

 

 

 

報告３ 令和 6年度新潟県内市選挙管理委員会連合会職員研修会の結果について 

 

 本研修会について、次のとおり報告する。 

 

１ 日 時  令和 6年 12月 23日（月）午後 2時～午後 5時 

 

２ 会 場  まちなかキャンパス長岡 301会議室（長岡市） 

 

３ 内 容  各市提出議題の討議及び研修 

・各市から提出のあった 18議題について意見交換を行った。 
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報告４ 新潟県条例制定に係る直接請求に関する署名簿の仮提出の受理について 

 

 新潟県条例制定に係る直接請求に関する署名簿の仮提出の受理について、次のとお

り報告する。 

 

１ 署名簿（仮提出）の受理日  令和 7年 1月 7日（火） 

 

２ 署名簿受領書の交付     同日付け 

 

 

 

報告５ 専決処分した内容について 

 

上越市選挙管理委員会専決規程（平成 24年上越市選挙管理委員会規程第 2号）第 2

条第 6号の規定により専決処分した内容について、上越市選挙管理委員会規程（昭和

46年上越市選挙管理委員会規程第 1号）第 18条第 2項の規定に基づき、次のとおり報

告する。 

 

 １ 告 示 

告示番号 告 示 日 件   名 

88 令和 6年 12月 2日 各種請求を行うに必要な連署者数について 

89 令和 6年 12月 2日 
市民投票の請求を行うに必要な投票資格を有す

る者の連署者数について 

90 令和 6年 12月 25日 
令和 7年第 1回（1月）上越市選挙管理委員会

定例会の開催について 

91 令和 6年 12月 30日 
令和 7年第 1回（1月）上越市選挙管理委員会

定例会の開催日時及び場所の変更について 

 

  
 


